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※野焼きの禁止について 

野外焼却（野焼き）については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 16 条の２の規定によ

り原則禁止となっています。 

農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、

風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。 

野外焼却（野焼き）については、各市町のホームページや窓口へお問い合わせください。 
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